
◎株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律 
（令和七年六月一一日法律第五八号）   

一、提案理由（令和七年五月九日・衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する

特別委員会） 

○赤澤国務大臣 ただいま議題となりました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部

を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 

 自然災害が頻発する中、これまでの災害から得られた教訓を踏まえて、次なる大規模

災害への備えを強化していくことが重要な政策課題であります。 

 株式会社地域経済活性化支援機構は、平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、

令和元年台風第十九号等による災害に際して復興ファンドの運営を担い、被災地域の経

済の再建を支援してまいりました。 

 現在、機構は能登半島地震復興支援ファンドに参画し、令和六年能登半島地震災害か

らの復興に向けた取組を進めております。 

 こうした中、次なる大規模災害も見据え、機構による被災事業者に対する支援に万全

を期するため、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、機構の目的として、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置づ

けることとしております。 

 第二に、機構の支援基準について、大規模な災害を受けた地域の事業者に対する迅速

かつ適切な支援の実施に必要な事項を含めることとしております。 

 第三に、機構による再生支援決定等の期限については令和二十三年三月三十一日まで、

機構の業務の完了期限については令和二十八年三月三十一日まで、それぞれ、十五年間

延長することとしております。 

 第四に、機構が被災事業者に対する支援に積極的に貢献できるようにするため、機構

が解散した場合における残余財産の分配に関する規定を整備することとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 

二、衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員長報告（令和七年五月

一五日） 

○金子恭之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興・防

災・災害対策に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、令和六年能登半島地震災害からの復興に向けた取組を引き続き推進するとと

もに、頻発する自然災害への対応を強化するため、株式会社地域経済活性化支援機構の

業務の期限を延長するとともに、その支援基準に大規模な災害を受けた地域の経済の再

建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含める

等の規定の整備を行うものであります。 



 本案は、去る五月八日本委員会に付託され、翌九日赤澤国務大臣から趣旨の説明を聴

取し、十三日に質疑を行いました。質疑終局後、採決の結果、本案は賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月一三日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 株式会社地域経済活性化支援機構（以下「機構」という。）は、業務の期限延長の

趣旨を踏まえ、二重債務に苦しむ令和六年能登半島地震等の被災事業者への支援をさ

らに強化するとともに、次なる大規模災害に備えた万全の体制構築に努めること。 

二 機構は、その目的に大規模な災害を受けた地域の経済の再建が掲げられたことを踏

まえ、政府出資金の適切な管理に十分に配慮しつつも、被災事業者への迅速かつきめ

細やかな支援のさらなる強化に努めること。 

三 政府は、本改正に伴い、支援基準に被災地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援

の実施に必要な事項を定めるに当たっては、機構がこれまでに行ってきた災害支援を

通じて得た知見を活かし、関係行政機関、関係金融機関及び他の中小企業支援組織等

との緊密な連携の下、被災事業者の目線に立った実効性あるものとすること。 

四 機構は、被災事業者支援の強化に努めつつも、解散時に残余財産の額が株式の払込

金額の総額を下回るときに政府出資が負担しなければならないとされる損失について

は、可能な限り最小限になるよう適切な経営に努めること。 

五 政府は、本法の施行後七年を目途として、その施行の状況について検討を行うに当

たっては、大規模災害を受けた被災地域の経済再建の状況、地域金融機関等の地域経

済活性化支援の取組の進展及び機構が担うべき役割その他の事情を総合的に考慮し、

その結果に基づいて必要な措置を講ずること。特に、機構は設置当初から時限的な組

織であり、本改正により三回目の業務期限の延長となるが、災害対策の強化が図られ

たことを踏まえ、今後の組織の在り方についても十分に検討すること。 

三、参議院災害特別委員長報告（令和七年六月四日） 

○塩田博昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会に

おける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、令和六年能登半島地震災害からの復興に向けた取組を引き続き推進する

とともに、頻発する自然災害への対応を強化するため、株式会社地域経済活性化支援機

構の業務の期限を延長するとともに、その支援基準に大規模な災害を受けた地域の経済

の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含

める等の規定の整備を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、被災地域の経済再建における機構の役割と支援の状況、機構

を時限的組織とすることの妥当性、小規模の被災事業者等に対する機構の支援の在り方



等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年六月二日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その

運用に万全を期すべきである。 

一 株式会社地域経済活性化支援機構（以下「機構」という。）は、業務の期限延長の

趣旨を踏まえ、二重債務に苦しむ令和六年能登半島地震等の被災事業者への支援を更

に強化するとともに、今後起こり得る大規模災害に備え万全の体制構築に努めること。 

二 機構は、その目的に大規模な災害を受けた地域の経済の再建が掲げられたことを踏

まえ、政府出資金等の適切な管理に十分に配慮しつつも、被災事業者への迅速かつき

め細やかな支援の更なる強化に努めること。 

三 政府は、本改正に伴い、支援基準に被災地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援

の実施に必要な事項を定めるに当たっては、機構がこれまでに行ってきた災害支援を

通じて得た知見を生かし、関係行政機関、関係金融機関及び他の中小企業支援組織等

との緊密な連携の下、被災事業者に寄り添った実効性あるものとすること。また、機

構と連携し、平時から、機構の支援制度について事業者に対する周知を一層徹底する

とともに、災害時に支援の申請が円滑に行われるよう、手引きを作成するなど環境整

備を図ること。 

四 機構は、被災事業者支援の強化に努めつつも、解散時に残余財産の額が株式の払込

金額の総額を下回るときに政府出資が負担しなければならないとされる損失について

は、可能な限り最小限になるよう適切な経営に努めること。 

五 政府は、本法の施行後七年を目途として、その施行の状況について検討を行うに当

たっては、大規模災害を受けた被災地域の経済再建の状況、地域金融機関等による地

域経済活性化支援の取組の進展及び機構が担うべき役割その他の事情を総合的に考慮

し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。特に、機構は設置当初から時限的

な組織とされるところ、本改正によって三回目の業務期限の延長となり、災害対策の

強化が図られることを踏まえ、今後の組織の在り方についても十分に検討すること。 

  右決議する。 

 


